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仕様書 

 

１ 件 名 

令和６～10 年度東日本都市再生本部に係る不動産市場動向等調査業務 

 

２ 業務の目的 

本業務は、独立行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）の都市再生事業

の実施に当たって、特定エリアを中心とした東京都心部及び地方都市における地

価及び賃料並びに床価格等の不動産市場の現実の動きを捉え、各種動向の的確な

把握及び分析を行うことによって、機構職員の不動産市場動向等に対する造詣を

深めつつ、機構の業務の円滑な実施に資することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

令和６年６月１日（土）から令和 11 年５月 31 日（木）まで 

 

４ 調査等の内容 

（１）東京都心部等及び地方都市の広域における、地価動向、各種用途別の賃料及

び床価格に係る水準及び動向、投資不動産市場動向及び建築費等に係る現状分

析及び将来予測の定期的な調査（各エリアの市場動向に関する調査であり、個

別案件に関する調査は含まない。） 

① 既存の公表資料に基づくデータを活用した不動産市場分析 

② 投資家等へのヒアリング結果も含めた既存の公表資料以外のデータに

よる不動産市場分析 

③ 主な取引価格や成約賃料等のデータ収集及び分析 

（２）東京都心部等内の特定エリア及び地方都市の中心エリアにおける、各エリア

別の各種用途別賃料及び床価格に係る水準及び動向の現状分析及び将来予測

の定期的な調査（各エリアの市場動向に関する調査であり、個別案件に関する

調査は含まない。） 

① 既存の公表資料に基づくデータを活用した不動産市場分析    

② 投資家等へのヒアリング結果も含めた既存の公表資料以外のデータに

よる不動産市場分析 

③ 東京都心部等内の特定エリア（周辺を含む。）及び地方都市の中心エリア

における取引価格や成約賃料等のデータ収集及び分析 

※各種用途については、オフィスエリア及び分譲マンションエリアを中心と

し、特殊アセット（店舗、物流、ホテル等）も含むものとする。ただし、

特殊アセットに関する調査等については、分析のためのデータ収集に制約

や困難性がある観点から、請負者が対応可能な範囲に限るものとする。 

※東京都心部等内の特定エリア及び地方都市の中心エリアにおいては、以下

のとおりエリアを設定する。 
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オフィス 14 エリア程度 

分譲マンション 11 エリア程度 

特殊アセット 代表的又は特徴的な１エリア 

※オフィスエリアは主に以下を想定  

東京都 丸の内・大手町、神田、八重洲・日

本橋、虎ノ門・環状二号線沿線、青

山通り、田町周辺、品川駅周辺、渋

谷、新宿、池袋、中野、機構が別途

指定する東京都心部以外のエリア 

東京都以外 仙台の中心エリア、札幌の中心エリ

ア等 

※分譲マンションエリアは主に以下を想定 

東京都 中央区等湾岸部、中野・三鷹、渋谷、

池袋、新宿、青山、品川、武蔵小杉、

機構が別途指定する東京都心部以

外のエリア 

東京都以外 仙台の中心エリア、札幌の中心エリ

ア等 

   ※これらの各エリアの具体的な対象範囲は、請負者が入手可能な「資料」

「市場動向」「市場精通者の意見」等により、資料提供等が可能な範囲と

する。 

（３）（１）及び（２）の調査結果に係る機構職員向け報告会の実施 

※当該報告会において、４（２）に基づいて調査したエリア以外のエリアに関

する質疑が生じた場合、当該質疑対象エリアに関する資料作成は機構が行うも

のとする。 

（４）（１）及び（２）の調査結果に係る特定の機構職員との意見交換会 

（５）（１）及び（２）の調査に関連する資料提供及び質疑対応等意見交換 

（６）事業計画等策定に係る不動産評価等に関する各種相談対応（個別案件に関す

る調査等であり、各エリアの市場動向に関する調査等は含まない。） 

① 机上査定による不動産の概算価格の検証 

② 機構が保有する資産等の評価に係る妥当性検証 

③ 事業性検証に係る該当エリアの相場情報（賃料及び譲渡価格等）の提供 

④ 法定事業に係る従前資産評価及び従後資産評価の妥当性検証等 

⑤ 相談対応及び協議記録等の作成 

（７）機構が指定する個別地区に係る機構職員との勉強会の開催（個別案件に関す

る調査等であり、各エリアの市場動向に関する調査等は含まない。） 
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（８）不動産関連のニューストピックに基づく個別エリアへの影響に係る機構職員

との勉強会の開催（各エリアの市場動向に関する調査等であり、個別案件に関

する調査等は含まない。） 

（９）（７）の勉強会におけるディスカッションレポートの作成 

（10）全体方針策定・成果物内容検討 

 

５ 調査等の頻度等 

「４ 調査等の内容」の（１）から（９）までに示す各調査等の頻度等は以下

のとおりとする。 

調査等の内容 頻度等 

「４ 調査等の内容」（１） 
約半年に１回、計 10 回（同時に実施） 

「４ 調査等の内容」（２） 

「４ 調査等の内容」（３） 約半年に１回程度の頻度で計 10 回 

「４ 調査等の内容」（４） 

年に１回程度の頻度で計５回、（３）の終了後

の請負者と合意した日に開催、１回当たり約

60 分間（請負者による説明時間を含む。） 

「４ 調査等の内容」（５） 

随時 

年 12 回まで（月に１回程度）とし、請負者は

口頭又はメールで回答できるものとする。 

「４ 調査等の内容」（６） 随時 

「４ 調査等の内容」（７） 

年に１回程度の頻度で計５回、（３）の終了後

の請負者と合意した日に開催、１回当たり約

60 分間（請負者による説明時間を含む。） 

「４ 調査等の内容」（８） 

年に１回程度の頻度で計５回、（３）の終了後

の請負者と合意した日に開催、１回当たり約

60 分間（請負者による説明時間を含む。） 

「４ 調査等の内容」（９） 

年に１回程度の頻度で計５回かつ「４ 調査

等の内容」（７）における開催日から２か月以

内 

 

６ 成果品 

（１）「４ 調査等の内容」（１）～（３）に係る成果品（Ａ４版）製本 100 部 

（２）各回調査報告書電子データ一式 

（３）各回勉強会に使用した資料一式 

（４）その他、本調査等で入手した資料一式 

※成果品はグリーン購入法に基づき作成すること。 

 

７ 提出先 
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独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部アセット活用部活用企画課 

 

８ 特記事項 

（１）本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度機構担当者と

協議すること。 

（２）関係各所との打合せに必要な資料は、随時、機構担当者と協議の上で作成す

ること。 

（３）法令及び条例等の関係法令を遵守すること。 

（４）本業務の履行上知り得た情報等を第三者に漏らさないこと。 

（５）本業務の完了は、成果品を提出して検査に合格した時点とするが、検査合格

後であっても、誤りが発見された場合には速やかにこれを訂正すること。 

（６）個人情報等の保護に関する特約条項第２条に定める重要な情報等（以下「重

要な情報等」という。）の保管場所、取扱場所及び取扱場所から持ち出す場合の

手続き等については、以下のとおりとする。 

   ① 保管場所は請負者の事務所内とし、施錠できる場所に保管する。 

   ② 取扱場所は請負者の事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返

却し施錠する。 

   ③ 次に該当する行為を行おうとするときは、重要な情報等取扱記録台帳に

記録し、監督員の承諾を得るものとする。 

イ 重要な情報等を定められた取扱場所から持ち出すとき。（郵送及び電

子メールによる送信等も含む。） 

  ロ 重要な情報等を複製するとき。 

  ハ 重要な情報等の複製を交付するとき。 

（７）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不

当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、

不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必

要な協力を行うこと。 

② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合に

は、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等

の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

（８）本業務の実施に当たっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタン

スを考慮するものとする。 

   ウイークリースタンスの実施に当たっては、ウイークリースタンス実施要領

（別記）に基づき、調査職員と確認及び調整した内容について取り組むものと

する。 

以 上 
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  別記   

 

ウイークリースタンス 実施要領 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第 22 条

に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント

業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよ

う適正な業務執行を図ることを目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性

等を勘案した上で、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の

相互ルール）について受発注者間で設定する。 

① 休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③ 休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④ 昼休みや 17 時以降の打ち合わせは行わない。 

⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥ その他、業務環境改善に関わる取組を任意に設定する（web 会議の積極的

な活用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注間で確認及び調整の上、必要に応じ、設

定した取組内容を見直すことができる。  

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又

は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明

確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組の対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回の打ち合わせ時に取組内容を受発注者間で確認及び調整の上、設定す

る。取組期間については、初回の打ち合わせ時から履行期間末までを原則と

する。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打ち合わせ記録簿に整理し、受発注者間で共

有する。 

（３）成果物納入時の打ち合わせ時に、実施結果及び効果並びに改善点等を受発注

者双方で確認し、打ち合わせ記録簿に整理する。 

以 上  
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（仕様書別紙） 

業務量 

業務項目 
業務量 

（人・日） 
備考 

（１） 

東京都心部等及び地方都市の広域における、地

価動向、各種用途別の賃料及び床価格に係る水

準及び動向、投資不動産市場動向及び建築費等

に係る現状分析及び将来予測の定期的な調査 

190.00 人/日  

（２） 

東京都心部等内の特定エリア及び地方都市の

中心エリアにおける、各エリア別の各種用途別

賃料及び床価格に係る水準及び動向の現状分

析及び将来予測の定期的な調査 

156.25 人/日  

（３） 
（１）及び（２）の調査結果に係る機構職員向

け報告会の実施 
25.00 人/日  

（４） 
（１）及び（２）の調査結果に係る特定の機構

職員との意見交換会 
17.50 人/日  

（５） 
（１）及び（２）の調査に関連する資料提供及

び質疑対応等意見交換 
60.00 人/日  

（６） 
事業計画等策定に係る不動産評価等に関する

各種相談対応 
75.00 人/日  

（７） 
機構が指定する個別地区に係る機構職員との

勉強会の開催 
118.75 人/日  

（８） 

不動産関連のニューストピックに基づく個別

エリアへの影響に係る機構職員との勉強会の

開催 

71.25 人/日  

（９） 
（７）の勉強会におけるディスカッションレポ

ートの作成 
 32.00 人/日  

（10） 全体方針策定・成果品内容検討 12.50 人/日  

 


